
ウイルス性肝炎患者に対す る医療費助成 の拡充を求める意見書

わが国において ウイル ス性肝炎、特 に B型 ,C型肝炎の患者 が合計 35

0万 人以上 とされ るほ ど蔓延 してい るのは、国の責めに帰すべ き事 由に よ

るものである とい うことは、肝炎対策基本法や 「特定フィブ リノゲン製斉リ

及び特 定血液凝 固第Ⅸ 因子製斉」に よる C型 肝 炎感染 被害者 を救済す るた

めの給付金 の支給 に関す る特別措置法」、 「特定 B型肝炎 ウイル ス感染者

給付金等 の支給 に関す る特別措置法Jで も確認 され てい るところで あ り、

国の法的責任 は明確 になつてい る。

ウイルス性肝炎患者 に対す る医療費助成 は、現在、肝炎治療特別促進事

業 と して実施 されてい るが、対象 となる医療が、 B型 。C型肝炎 ウイル ス

の減少 を 目的 と した抗 ウイル ス療 法 で あ るイ ンター フェ ロン治療 と B型

肝炎の核酸アナ ログ製剤治療 に限定 されてお り、医療 費助成 の対象 か ら外

れてい るウイルス性肝硬変・肝がん患者は高額 の医療費 を負担せ ざるを得

ないだけでな く、就労不能の方 も多 く、生活 に困難 を来 してい る。

また、現在 は肝硬変 を中心 とす る肝疾患 も身体障害者福祉法上の障害認

定 (障 害者 手帳)の 対象 とされ てい るものの、医学上の認 定基準がきわめて

厳 しいため、亡 くな る直前でなけれ ば認 定 され ない といつた実態が報告 さ

れ るな ど、現在の制度 は、肝炎患者 に対す る生活支援 の実効性 を発揮 して

いない との指摘が な されてい るところである。

他方、特定 B型肝炎 ウイル ス感染者給付金等の支給 に関す る特別措置法

の制定時 (平成 23年 12月 )に は、 「と りわけ肝硬変及び肝がんの患者 に

対す る医療費助成 を含む支援 の在 り方 について検討 を進 めること」 との附

帯決議 がな された。 しか し、国においては、 ウイルス性肝硬 変・肝がん患

者 に対す る医療費助成 を含む生活支援 について、何 ら新たな具体的措置 を

講 じていない。

よって、本議会 は、下記事項 を実現す るよ う強 く要望す る。

ウイル ス性肝硬変・肝がんに係 る医療費助成制度 を創設す ること

身体障害者福 祉 法上 の肝機 能障 害 に よる身体 障害者 手帳 の認 定基 準

を緩和 し、患者 の実態 に応 じた認 定制度 にす ること
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以上、地方 自治法第 99条 の規定によ り意見書 を提 出 します。

平成 26年 12月 19日

福 岡県 人女 市議 会


